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は じ め に 

 

「すみだノーマライゼーション推進プラン 21～第 3 期墨田区障害者行動計

画～」は、墨田区の障害者施策の推進を図るための基本的な指針を示すもの

として、平成13年度から22年度までの10年間の計画として策定しています。 

この間、わが国の障害者施策は、障害者自らがサービスを選択し契約によ

り利用する支援費制度が平成 15 年に導入され、平成 17 年 10 月には、障害者

自立支援法が成立するなど、大きな転換期を迎えています。また、本区にお

いても、グループホームの整備や交通バリアフリー基本構想の策定、障害者

就労支援センターの設置など、障害者施策の着実な推進を図ってまいりまし

た。さらに、本区の将来の姿と、それを実現するための協治（ガバナンス）

の道筋を示した「墨田区基本構想」を平成 17 年 11 月に策定し、区民と区と

の協働による新たな「すみだ」づくりを進めていくことにしています。これ

らの状況を踏まえて、計画の中間年度にあたる今年度、本計画の改定を行い

ました。 

計画改定にあたりましては、墨田区障害者施策推進協議会での検討のほか、

障害者団体や関係機関の皆様から広くご意見をいただきながら検討を行って

まいりました。 

本計画の着実な推進により、「ノーマライゼーション」の理念である障害の

ある人もない人も社会の一員として住み慣れた地域でともに尊重しあいなが

ら暮らせる社会の実現にむけて、区民の皆様や関係機関とともに、「すみだ」

らしい人と人とが支えあう思いやりにあふれ、温かみのある地域社会の実現

をめざして努力してまいります。 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

平成１８年３月 

 

墨田区長  山 﨑  昇 
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Ⅰ．計画の改定にあたって 

 

 

１．計画改定の目的 
 

平成 15年 4月の支援費制度の導入から平成 17年 10月に成立した障害者自立支援

法への動向の中で、障害のある人を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、本区の障害者数はさらに増加し、核家族化・高齢化が進展しているなか、

障害のある人が社会の一員として、生涯にわたり住み慣れた「すみだ」に暮らし続

けることができる地域づくりのために、障害のある人一人ひとりがもてる力を発揮

し、自立して、真の社会参加を実現するための支援を、区民や関連機関と協働して

進めていく必要があります。 

こうした障害のある人を取り巻く環境の変化や障害者施策の抜本的な見直しに対

応し、平成 18 年度から同 22 年度にかけての障害者施策の方向性を明確にするとと

もに、障害者福祉の一層の向上を図ることを目的として、計画の改定を行います。 

 

 

２．計画の性格 
 

本計画は、本区における障害者施策に関する行動計画であり、障害者施策につい

て今後取り組むべき施策を総合的・体系的かつ具体的に定めたものです。 

本計画は、区のめざすべき将来像を掲げる「墨田区基本構想」及び基本構想に基

づく「墨田区基本計画」との整合性を保ちつつ策定するものです。また、墨田区の

福祉保健に関する基本計画である「墨田区地域福祉計画」（平成 13～同 22 年度）に

おける障害者分野計画としての役割をもちます。 

さらに、本計画は障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として位置づけら

れます。 

 

 

 

 

 

墨
田
区
基
本
構
想 

及
び
基
本
計
画 

墨田区地域福祉計画 

すみだノーマライゼーション 
推進プラン 21 

～第３期墨田区障害者行動計画～ 
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３．計画期間 
 

本計画は、平成 13 年度からの 10 年間を計画期間とする第 3 期墨田区障害者行動

計画の後期計画です。 

後期計画の計画期間は、平成 18 年度から同 22 年度の 5年間となります。 

 

 

４．計画の改定方法 
 

本計画は、区内における障害者団体等の代表者等を含む「墨田区障害者施策推進

協議会」及び区長を本部長として、助役、収入役、教育長、各部長で構成される「墨

田区地域福祉計画推進本部」が中心となり、相互に連携・調整を図りながら、審議・

検討し、改定を行いました。 

また、障害者団体との意見交換の機会の設置、中間のまとめの公表、パブリック・

コメント※など、障害のある人や区民の意見を計画に取り入れるための取り組みを進

め、計画への反映を図りました。 

 

■ 計画の改定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パブリック・コメントとは、区の基本的な施策等を策定する過程において、事前にその

案を広く公表し、区民等が意見を述べることができる機会を設け、それに対する区の考

え方を公表していく一連の手続きのこと。 

意見・提案

素案の提示
墨田区地域福祉計画 

推進本部 

障害者行動計画改定 

ワーキンググループ 

墨田区地域福祉計画 

推進本部幹事会 

墨田区障害者施策 

推進協議会 

第３期墨田区障害者行動計画 
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■ 関係団体との意見交換 

墨田区障害者 

団体連合会 
平成 17 年 7 月 27 日（水） 午後 2 時～4 時 

亀沢のぞみの家 会議室 

第 １ 回 

精神障害者 

関係団体 

平成 17 年 7 月 29 日（金） 午前 10 時～12 時 

墨田区役所 31 会議室 

墨田区障害者 

団体連合会 

平成 18 年 1 月 17 日（火） 午後 2 時～3 時 30 分 

リバーサイドホール会議室 

第 ２ 回 

精神障害者 

関係団体 

平成 18 年 1 月 17 日（火） 午前 10 時 30 分～12 時 

リバーサイドホール会議室 

 

 

 

５．計画の評価 
 

本計画は、「墨田区障害者施策推進協議会」の意見を踏まえ、「墨田区地域福祉

計画推進本部」において、各年度に事業の進ちょく状況及び計画達成状況の評価を

行います。 
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Ⅱ．計画改定の背景 

 

 

１．障害のある人の推移 
 

平成 17 年 3 月 31 日現在の本区における障害者手帳交付者数は、身体障害者手帳

交付者 6,928 人、愛の手帳（知的障害者の手帳）交付者 1,065 人となっており、本

計画が策定された平成 13 年以降も漸増の傾向にあります。 

一方、精神に障害のある人を精神障害者保健福祉手帳または通院医療公費負担制

度申請者の人数でとらえると、平成 17 年 3 月 31 日現在 1,220 人となっています。 

 

心身障害者手帳交付者数の推移 

 
※ ：各年 3 月 31 日現在 

※ ：身体障害者手帳と愛の手帳（知的障害者の手帳）の重複交付者は、それぞれに計上している 

※ ：手帳交付者割合＝手帳交付者数合計／総人口（各年 4 月 1 日現在の住民基本台帳） 

資料：墨田区の福祉・保健 

 

精神障害者保健福祉手帳及び通院医療公費負担制度申請者数の推移 

 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

手帳のみ 32 人 47 人 63 人 32 人 

手帳・通院医療公費負担制度双方 196 人 206 人 283 人 344 人 

通院医療公費負担制度のみ 1,182 人 644 人 1,330 人 844 人 

計 1,410 人 897 人 1,676 人 1,220 人 

※ ：各年 3 月 31 日現在 

※ ：精神障害者保健福祉手帳及び通院医療公費負担制度の申請は 2 年ごとであるため、年により申請者数

にばらつきがある 

資料：墨田区の福祉・保健 
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２．福祉サービス利用状況 
 

平成15年 4月に開始された支援費制度による在宅サービスの利用状況は下表のと

おりであり、特に知的障害のある人において、ホームヘルプサービス、ショートス

テイの利用者数が増加しています。 

精神に障害のある人については、支援費制度の対象外となっていますが、平成 16

年度は、ホームヘルプサービスの利用が 34 世帯、デイケアの参加者が延 1,367 人と

なっています。 

区内の施設の整備・利用状況をみると、生活ホーム（生活寮）及びグループホー

ムは平成 13 年から同 17 年の 5年間で 6か所から 13 か所へと倍増しています。平成

17 年 10 月現在の墨田区のグループホーム普及率（18 歳以上の愛の手帳交付者数に

占めるグループホーム定員数）は 6.75％で、東京 23 区内で第 3位となっています（東

京都調査）。 

 

 

支援費制度による在宅サービス利用者数 

平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

  
4 月 10 月 4 月 10 月 4 月 10 月 

身 体 障 害 129 人 143 人 144 人 148 人 150 人 159 人

知 的 障 害 27 人 27 人 29 人 39 人 41 人 51 人
ホームヘルプ 

サービス 

心身障害児 12 人 18 人 9 人 11 人 14 人 19 人

身 体 障 害  

知 的 障 害 10 人 13 人 13 人 18 人デイサービス 

心身障害児  1 人

身 体 障 害 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 0 人

知 的 障 害 6 人 9 人 10 人 10 人 27 人 20 人ショートステイ 

心身障害児 4 人 1 人 6 人 1 人 10 人 8 人

グループホーム 知 的 障 害 25 人 28 人 37 人 45 人 48 人 51 人

※ ：ショートステイは日中受入を含む 

※ ：グループホームは区外施設の利用を含む 

資料：福祉保健部障害者福祉課 
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区内の身体障害者・知的障害者関連施設の整備・利用状況 

施 設 名 称 開設年 定員 利用者数 

墨田福祉作業所 昭和 53 年 60 人 58 人 

すみだふれあいセンター福祉作業所 平成 5 年 60 人 58 人 

墨田さんさんプラザ 平成 16 年 55 人 47 人 

すみだ厚生会館 平成元年 20 人 20 人 

墨田七福福祉作業所 昭和 53 年 20 人 18 人 

福祉作業所 

墨田第２七福福祉作業所 昭和 56 年 15 人 15 人 

独楽の会 昭和 50 年 15 人 15 人 

墨田こどもの家 昭和 59 年 23 人 23 人 
心身障害児 

通所訓練所 

サクラ子供教室 平成 10 年 9 人 9 人 

肢体不自由児（者）通所訓練所（亀沢のぞみの家内） 昭和 53 年 35 人 26 人 

知的障害者デイサービス「すみだワクワク工房」 平成 16 年 15 人 － 

知的障害者通所更生施設「はばたき福祉園」 

（すみだ福祉保健センター内） 
平成元年 48 人 

51 人 

(※1) 

心身障害児療育施設「みつばち園」 

（すみだ福祉保健センター内） 
平成元年 － 

172 人 

(※3) 

身体障害者福祉センターＢ型 

（すみだ福祉保健センター内） 
平成元年 － 

358 人 

(※3) 

すみださんさんるーむ 平成 12 年 3 人 － 

すみだ青年の家 平成 11 年 2 人 － 
心身障害者（児） 

ショートステイ 

あとむ 平成 13 年 2 人 － 

たちばな荘 平成 3 年 4 人 4 人 

きんしホーム 平成 5 年 4 人 3 人 

東あずま寮 昭和 60 年 4 人 4 人 

岡田寮 平成 6 年 5 人 5 人 

両国寮 平成 14 年 4 人 4 人 

小村井寮 平成 15 年 4 人 4 人 

東墨田寮 平成 15 年 7 人 7 人 

宮下荘 平成 16 年 4 人 4 人 

トモニ福祉サービス八広第一 平成 16 年 7 人 7 人 

トモニ福祉サービス八広第二 (※2) 平成 16 年 7 人 7 人 

てんとう虫 平成 16 年 4 人 4 人 

ジーエイチ誠和寮 平成 16 年 4 人 4 人 

知的障害者 

生活寮・ 

グループホーム 

かぶと虫 平成 17 年 4 人 4 人 
 
※ ：平成 17 年 3 月 31 日現在（※3については平成 17 年 3月利用分） 

※ ：各施設の利用者数は、区外居住者も含む 

※1 ：はばたき福祉園の定員を超える 3 名分は、重度知的障害者能力育成特別対策事業として受け入れている 

※2 ：「トモニ福祉サービス八広第二」は、運営主体が変わり「北浜寮」から名称が変更された 

資料：墨田区の福祉・保健 
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Ⅲ．ノーマライゼーション推進にむけた計画の基本的考え方 

 

 

１．計画の基本理念 

 

障害者施策を展開するための理念として、後期計画においても、引き続き以下の

基本理念を掲げ、ノーマライゼーションの推進にむけた取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 障害のある人自らの意思を尊重するとともに、自らの生活の

あり方を主体的に選択し、決定し、行動できるしくみづくりを

確立します。 

 

 

 

 

 一人ひとりが社会のなかでもてる力を最大限に発揮し、地域

で自立して生活するための支援を行います。 

 

 

 

 

 障害のある・なしにかかわりなく、だれもが社会の一員とし

て地域のなかでともに生活し、支えあう、思いやりあふれる社

会の創造をめざします。 

自己決定の尊重 

自立と自己実現の支援 

ともに生活する社会の創造 
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２．計画の基本目標 
 

計画の改定にあたり、３つの基本理念のもと、次に掲げる４つの基本目標を柱と

して施策の方向性を定め、この方向性に基づいた取り組みを進めます。 

 

 

 

地域での自立生活の実現は、ノーマライゼ－ションの基本でもあります。地

域での自立生活を支えるサービス基盤を整備するとともに、自ら生活のあり方

を決定し、自分らしい生活を送るために必要な、自己決定や選択を支援する体

制を整備します。 

 

 

 

健やかな成長や生涯を通じた健康の維持は、自立生活や社会参加を実現する

基盤となるものです。障害のある子ども一人ひとりが、ニーズにあった適切な

保育や教育を受けられる体制を整備するとともに、年齢や障害の状況に応じ

て、だれもが継続的に健康づくりに取り組めるよう支援していきます。 

 

 

 

障害のある人が社会に参画し、生きがいをもって地域生活を送るためには、

就労・日中活動の場や文化・スポーツ活動の場など、だれもが希望に応じて参

加できる多様な社会活動の場が必要です。一人ひとりがもてる力を発揮し、自

己実現や社会貢献をしていくことができるよう、さまざまな活動の場の整備を

進めます。 

 

 

 

障害のある・なしにかかわりなく、だれもが安全・安心・快適に暮らせる地

域社会を実現するためには、ハード・ソフト両面でのバリア（障壁）を取り除

く必要があります。ユニバーサルデザインの視点に立った、すべての人にとっ

てやさしいまちづくりを進めるとともに、心や情報のバリアをつくらないため

に、障害のある人への理解や配慮を促進する施策を展開します。 

基本目標２  健やかな成長と健康づくりを支援する 

基本目標３  社会参画と自己実現を支援する 

基本目標１  地域での自立生活を支援する 

基本目標４  安全・快適に暮らせるまちづくりを推進する 



 

 9

３．重点施策～墨田区が取り組むノーマライゼーション推進の視点～ 

 

◆重点施策１  地域における自立生活支援の積極的展開 

在宅サービスは自立生活を支える基盤となるサービスです。障害のある人が

自宅や地域で生活する上で必要な支援を得られるよう、民間事業者等と連携し

て基盤整備を推進します。また、緊急一時介護の推進、知的障害者ガイドヘル

プサービスの充実など、個々のニーズに応じた支援策を展開します。 

 

◆重点施策２  自己決定・選択の支援と権利擁護体制の整備 

自己決定や選択に基づき、自分らしい生活を送ることができるよう、ケアマ

ネジメント体制の整備を図るとともに、選択や意思決定が困難な人の権利を擁

護するためのしくみづくりを推進します。また、福祉サービス第三者評価制度

の推進や苦情対応体制の機能強化を図り、サービスの質の向上に努めます。 

 

◆重点施策３  地域における生活の場の確保 

生活の場の確保は、地域における自立生活の要であり、今後もさらにニーズ

の増大と多様化が予測されます。民間事業者等の誘導により、グループホーム

などの生活の場の整備を推進し、障害のある人が住み慣れた「すみだ」で暮ら

し続けていくことができるよう支援していきます。 

 

◆重点施策４  就労支援のさらなる充実 

働きたい意欲や能力をもった人が就労できるようにするため、福祉作業所等

の充実を図るとともに、障害者就労支援センターの機能を強化して一人ひとり

の適性や希望にあった就労支援を行い、障害のある人の自立と自己実現を支援

していきます。 

 

◆重点施策５  だれもが暮らしやすい地域社会の実現 

区民・民間・区の協働のもと、ユニバーサルデザインの視点に基づくだれ

もが暮らしやすい、やさしいまちづくりを進めるとともに、心のバリアフリ

ー、情報のバリアフリーを推進し、障害のある人が積極的に社会参加できる

地域づくりに取り組んでいきます。 
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ライフステージ別にみた障害者施策 

 乳幼児期 学齢期 青・壮年期 ライフ 

ステージ 
 ０歳··············································６歳·······································１５歳 ············１８歳 ·········································································

   

相談・支援  

 心身障害者自立生活支援センター機能··························

 精神障害者地域生活支援センター······························

 障害者ケアマネジメント······································

 権利擁護とサービス利用支援··································

各種手当············································································

 障害基礎年金···············

療育・教育  

療育相談···············  

心身障害児療育事業·····  

障害児保育、早期教育···  

 心身障害児就学・教育相談···· 

 区立心身障害学級············ 

 特別支援教育への対応···  

 すみだ教室······································

就労・雇用  

 日常生活訓練、就労移行への支援 ······

 障害者就労支援センター機能 ··········

 企業等に対する理解の推進 ············

 障害者雇用の推進 ····················

社会活動  

学習活動の推進、スポーツ・レクリエーション活動の推進········

社会参加と交流の場の確保····························································

ボランティア活動の推進、地域活動団体等への支援······································

保健・医療  

重症心身障害児（者）訪問看護指導····················································

障害児（者）歯科相談及び健診························································

各種医療費の助成····································································

 こころの健康相談 ·········································

 訪問指導··························

 リハビリ教室······················

在宅 

サービス 

 

 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ··········

 日常生活用具の給付・貸与、補装具の交付・修理················

 巡回入浴、紙おむつ等支給····································

 寝具洗たく乾燥、理美容······································

 ガイドヘルパーの派遣········································

まちづくり  

福祉のまちづくりの推進、ユニバーサルデザイン化への指導・誘導························

公園出入口、道路、公共交通機関等のバリアフリー整備、移動の確保······················

心のバリアフリー、情報のバリアフリーの推進··········································

施設  

保育施設、学校····························  

心身障害児療育施設·····  

すみだ福祉保健センター······························································

 心身障害者通所更生施設 ·····················

 福祉作業所 ·································

 精神障害者社会復帰施設 ·····················

 各種グループホーム・ケアホーム ·············

 心身障害者入所施設 ·························

※介護保険の要支援・要介護認定者は、原則として介護保険サービスを利用 
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自立生活支援・介護サービスの充実 

福祉機器・用具給付サービスの充実 

地域における相談・支援体制の整備 

権利擁護とサービス利用支援体制の整備 

生活の場の確保と整備 

非常時における避難と救護体制の整備 

所得の保障 

 

Ⅳ．施策の体系と事業の展開 
 

 

１．施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

基 本 目 標  施 策 の方 向 性 施 策 展 開 の柱  

福祉のまちづくりの推進 

道路安全対策の推進 

移動の確保 

地域活動団体等への支援 

理解の推進にむけた学習機会の確保 

学校における福祉教育の充実 

広報による理解の推進 

障害に配慮した資料・図書の充実 

情報提供体制の整備 

早期発見・早期療育体制の整備 

保健サービスの充実 

医療費助成制度の充実 

就学前環境の整備 

義務教育環境の整備 

自立訓練の充実 

就労移行への支援 

就労支援システムの整備 

企業等に対する理解の推進 

障害者雇用の推進 

学習活動の推進 

スポーツ・レクリエーション活動の支援 

交流の機会の確保 

ボランティア活動の推進 

障害のある人の行政への参画推進 

（１）地域での 

自立生活を 

支援する 

（４）安全・快適に 

暮らせる 

まちづくりを 

推進する 

（２）健やかな 

成長と 

健康づくりを 

支援する 

（３）社会参画と 

自己実現を 

支援する 

と も に 

生活する 

社 会 の 

創 造 

自 立 と 

自己実現 

の 支 援 

自己決定 

の 尊 重 

基 本 理 念  

① 自立生活の実現にむけた

サービスを充実する 

③ 安心して生活できる 

しくみをつくる 

① 健康づくりにむけた 

サービスを充実する 

② 健やかな成長を 

サポートする体制をつくる

① 就労と自己実現を支える 

しくみをつくる 

② 学びとふれあいの機会を 

つくる 

③ 参加と交流の機会を 

つくる 

① やさしいまちづくりを 

推進する 

② 心のバリアフリーを 

推進する 

③ 情報のバリアフリーを 

推進する 

② 自己決定と選択を支える 

体制をつくる 
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２．個別事業の展開 

 

（１）地域での自立生活を支援する 

 

①自立生活の実現にむけたサービスを充実する 
 

 

自立生活支援・介護サービスの充実 
  

1 心身障害者（児）ホームヘルプサービスの実施 ◎ 

2 精神障害者ホームヘルプサービスの実施 ◎  

3 難病患者等ホームヘルプサービスの実施 ◎ 

4 重度脳性麻痺者及び全身性障害者介護人派遣の実施 

5 身体障害者（児）デイサービスの充実 ◎ 

6 知的障害者デイサービスの充実 ◎ 

7 心身障害者（児）ショートステイの充実 ◎ 

8 心身障害者（児）緊急一時介護の推進 ◎ 

9 精神障害者ショートステイの実施 ◎  

10 高次脳機能障害の家族への支援 ◎ 

11 重度心身障害者入浴サービスの実施 

12 重度心身障害者（児）紙おむつ等支給・おむつ代助成の実施 

13 寝たきり重度心身障害者（児）寝具洗たく乾燥助成の実施 

14 心身障害者理美容サービスの実施 

15 視覚障害者ガイドヘルプサービスの充実 

16 知的障害者ガイドヘルプサービスの充実 ◎ 

17 手話通訳者派遣の充実 

18 心身障害者等の実態調査の実施 

19 ホームヘルパー（訪問介護員）等の育成支援 

  

福祉機器・用具給付サービスの充実 
  

20 重度心身障害者（児）日常生活用具等給付・貸与の充実 

21 難病患者等日常生活用具給付の実施 ◎ 

22 補装具の交付・修理の実施 

23 補装具自己負担金の助成 

24 心身障害者福祉電話サービスの実施 

  

  ◎：重点事業 

自
立
生
活
の
実
現
に
む
け
た
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る 
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障害のある人一人ひとりが、もてる力を最大限に発揮して、自らの生活のあり方

を主体的に決定することができる、自立した生活を実現していくためには、自立生

活を支える在宅サービスの整備が不可欠です。 

平成 18 年 4 月からは、障害者自立支援法に基づくサービスとして、地域での自立

生活を支えるサービスの量と質の拡充に努め、障害のある人やその家族に対する総

合的な支援を推進していきます。 

 

 

 

②自己決定と選択を支える体制をつくる 
 

 

地域における相談・支援体制の整備 
  

25 総合相談体制の整備 

26 障害者ケアマネジメント体制の整備 ◎ 

27 心身障害者自立生活支援センター機能の整備 ◎ 

28 精神障害者地域生活支援センターの運営 

29 すみだ福祉保健センターの機能強化 

  

権利擁護とサービス利用支援体制の整備 
  

30 地域福祉権利擁護事業の推進 ◎ 

31 成年後見制度の推進 ◎ 

32 福祉サービス第三者評価制度の推進 ◎ 

33 福祉サービス苦情対応体制の機能強化 ◎ 

34 

 

財産保全管理サービス・ 

長期生活支援資金貸付事業の実施 

  

  ◎：重点事業 

 

 

障害のある人が自らの生活のあり方を主体的に決定し、地域で自分らしい生活を

送ることができるよう、ケアマネジメント体制を整備し、相談・支援体制の充実を

図るとともに、障害のある人の権利を擁護するしくみづくりなどの推進を図ってい

きます。 

自
己
決
定
と
選
択
を
支
え
る
体
制
を
つ
く
る 
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③安心して生活できるしくみをつくる 
 

 

生活の場の確保と整備 
  

35 障害者むけ都営住宅の枠の拡大 

36 住宅修築資金融資あっせん 

37 住宅設備改善費の助成 

38 知的障害者グループホーム・ケアホームの整備支援 ◎ 

39 身体障害者グループホーム・ケアホームの整備支援 ◎  

40 精神障害者グループホームの運営支援 ◎ 

41 心身障害者入所施設の確保 

  

非常時における避難と救護体制の整備 
  

42 地域社会における障害者救護体制の充実 

43 災害要援護者サポート隊の結成支援 ◎ 

44 緊急通報・火災安全システムの充実 

  

所得の保障 
  

45 障害（基礎）年金（国制度）の充実 

46 福祉手当（国制度）の充実 

47 墨田区心身障害者福祉手当（区制度）の充実 

48 重度心身障害者手当（都制度）の充実 

49 特別児童扶養手当（国制度）の充実 

50 児童育成（育成・障害）手当（区制度）の充実 

51 児童扶養手当（国制度）の充実 

  

  ◎：重点事業 

 

 

障害のある人や、その介助を担う家族の高齢化が進むなか、どんなに障害が重い

人でも生活を送ることのできる場を、地域に確保していく必要があります。 

個々の障害の状況に応じた多様な生活の場の確保とあわせて、非常時における避

難と救護の体制を整備し、障害のある人が安心して生活できる地域づくりを推進し

ていきます。 

安
心
し
て
生
活
で
き
る
し
く
み
を
つ
く
る 
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（２）健やかな成長と健康づくりを支援する 

 

①健康づくりにむけたサービスを充実する 
 

 

早期発見・早期療育体制の整備 
  

52 母子保健指導及び健康診査の実施（母子健康手帳の交付） 

53 療育相談の充実 

54 心身障害児療育事業の充実 

55 心身障害児療育施設の整備 ◎ 

  

保健サービスの充実 
  

56 車いす利用者の健康診査の実施 

57 訪問指導の充実 

58 重症心身障害児（者）訪問看護指導の実施 

59 リハビリ教室の充実 

60 障害児（者）歯科相談及び健診の実施 

61 在宅寝たきり高齢者訪問歯科診療の実施 

62 こころの健康相談の充実 

63 酒害相談の充実 

64 精神障害者デイケアの充実 

65 区民健康体操の普及 ★ 

  

医療費助成制度の充実 

  

66 心身障害者（児）医療費助成の実施 

67 自立支援医療（更生医療）の実施 

68 自立支援医療（育成医療）の実施 

69 

 

自立支援医療（精神通院）及び小児精神入院医療費

助成制度の実施 

70 難病患者医療費公費負担制度の実施 
  

 
◎：重点事業 

 ★：新規事業 

 

保健センターや医療機関等との連携のもと、障害・疾病の早期発見・早期治療に

努めるとともに、すみだ福祉保健センター内にある心身障害児の療育施設である「み

つばち園」を中心とした療育体制の整備拡充を図ります。 

また、保健サービスの充実と必要な医療費の助成により、年齢や障害の状況に応

じて、だれもが健康の維持、機能回復・保持に取り組めるよう支援します。 

健
康
づ
く
り
に
む
け
た
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
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②健やかな成長をサポートする体制をつくる 
 

 

就学前環境の整備 
  

71 障害児保育の充実 

72 障害児早期教育体制の整備 

73 保育士等に対する研修の充実 

74 幼稚園教員に対する研修の充実 

75 心理相談員等の派遣の推進 

76 就学前相談指導の充実 

  

義務教育環境の整備 
  

77 区立心身障害学級の整備 

78 心身障害学級介助員の配置 

79 心身障害児就学・教育相談の実施 

80 就学相談・指導体制の整備 

81 特別支援教育への対応 

82 個別指導計画に基づく教育の推進 

83 学童クラブの充実 

84 都立養護学校のスクールバスの増配置 

85 教職員に対する研修の充実 

 

 

すべての子どもが健やかに成長し、ともに学び、成長していける地域づくりを進

めるため、障害児の保育・早期教育の充実、適正な就学を推進するとともに、障害

のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別

支援教育推進体制を整備するなど、障害のある子どもの就学前及び義務教育の環境

の整備を図ります。 

 

健
や
か
な
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
つ
く
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（３）社会参画と自己実現を支援する 

 

①就労と自己実現を支えるしくみをつくる 
 

 

 

 

 

障害のある人の就労の場・日中活動の場を確保していくことは、地域における自

立生活、自己実現や社会参加のための基本的要件です。 

今後は、障害者就労支援センターの機能を強化し、企業等への就労移行への支援

を推進していくとともに、更生施設や授産施設など現行の施設体系を障害者自立支

援法に基づく新たな施設体系に再編し、障害の特性に応じた支援の充実を図り、障

害のある人の地域における自立と社会参加をさらに進めていきます。 

自立訓練の充実 
  

86 心身障害者通所訓練の充実 

87 知的障害者の通所訓練の実施 

88 心身障害者通所更生施設の整備 ◎ 

  

就労移行への支援 
  

89 福祉作業所の充実 ◎ 

90 精神障害者社会復帰訓練施設の運営支援 ◎ 

  

就労支援システムの整備 
  

91 心身障害者就労相談の充実 

92 障害者就労支援センター機能の強化 ◎ 

93 障害者地域関係機関連絡会議の開催協力 

  

企業等に対する理解の推進 
  

94 心身障害者の雇用拡大を図るための施設整備助成制度のＰＲ 

95 心身障害者雇用優良事業所の顕彰 

  

障害者雇用の推進 
  

96 区における障害者雇用の促進 ◎ 

97 マッサージ実施の機会拡大 

98 雇用の場の確保 

  ◎：重点事業 

就
労
と
自
己
実
現
を
支
え
る
し
く
み
を
つ
く
る 
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②学びとふれあいの機会をつくる 
 

 

学習活動の推進 
  

99 家庭教育学級（両親大学）の充実 

100 すみだ教室の実施 

  

スポーツ・レクリエーション活動の支援 
  

101 スポーツ教室の充実 

102 障害者（児）スポーツ・レクリエーション大会の実施 

  

 

 

 

障害のある人がいきいきと参加できる、スポーツやレクリエーション、学習など

の多様な社会活動の場の提供を通じ、障害のある人相互の交流や区民とのふれあい

の機会を積極的につくり、障害のある人の社会参加と生きがいづくりを支援します。 

 

 

学
び
と
ふ
れ
あ
い
の
機
会
を
つ
く
る 
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③参加と交流の機会をつくる 
 

 

交流の機会の確保 
  

103 障害者福祉大会の実施 

104 区民行事への参加促進 

105 展示場の確保 

  

ボランティア活動の推進 
  

106 ボランティアセンター機能の整備  

107 ボランティア総合相談窓口の設置  

108 ボランティア育成講座の実施 

109 ボランティア活動推進協力校の設置 

110 ボランティアに対する支援 

  

障害のある人の行政への参画推進 
  

111 墨田区障害者施策推進協議会の運営 

112 障害者の意見を聞く会の充実 

113 障害者の投票環境の整備 
 

 

障害のある人とない人との交流の機会の確保やボランティア活動の推進を図り、

支えあい・思いやりあふれる地域づくりを進めるとともに、障害のある人の行政へ

の参画を推進し、すべての人が社会の一員として、積極的に地域社会に参加できる

しくみの整備に取り組んでいきます。 

 

参
加
と
交
流
の
機
会
を
つ
く
る 
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（４）安全・快適に暮らせるまちづくりを推進する 

 

①やさしいまちづくりを推進する 
 

 

福祉のまちづくりの推進 
  

114 公共建築物等の改善整備 

115 民間建築物のユニバーサルデザイン化への指導・誘導 ◎ 

116 福祉のまちづくり施設整備助成事業の推進 

117 公園出入口バリアフリー整備 ◎ 

118 福祉のまちづくり推進のための体制づくり ◎ 

  

道路安全対策の推進 
  

119 道路のバリアフリー整備 ◎ 

120 交通安全施設対策の推進 

  

移動の確保 
  

121 心身障害者福祉タクシー制度の充実 

122 リフト付き福祉タクシーサービスの実施 

123 ハンディキャブの貸出 

124 公共交通機関のバリアフリー化の推進 ◎ 

125 身体障害者自動車運転教習費補助の実施 

126 身体障害者用自動車改造費助成の実施 

  

地域活動団体等への支援 
  

127 ＮＰＯ等地域活動団体の育成及び支援 ◎ 

128 ハートライン 21（有償在宅福祉サービス）の充実 

  

  ◎：重点事業 

 
 

障害のある人が安全・快適に生活しながら、積極的に社会参加できるよう、バリ

アフリーの考え方を一歩進めて、はじめから「すべての人が利用しやすい」ユニバ

ーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを推進していきます。 

また、引き続き、ＮＰＯ（非営利組織）等の地域活動団体、住民参加型のサービ

ス提供団体の支援を通じた人づくり、区民・民間・区が一体となったやさしいまち

づくりの推進に取り組みます。 

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る 
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②心のバリアフリーを推進する 
 

 

理解の推進にむけた学習機会の確保 
  

129 障害のある人を理解するための講座の開催 

130 理解推進のための印刷物等の発行 

131 職員に対する福祉研修等の実施 

132 他団体が実施する障害者施策についての研修への派遣 

133 障害者福祉啓発事業 

  

学校における福祉教育の充実 
  

134 交流教育・心身障害児理解教育の推進 ◎ 

135 障害のある人を理解するための教材等の開発 

136 学校における福祉教育のあり方についての研究の推進 

  

広報による理解の推進 
  

137 「すみだ区のお知らせ」による理解の推進 

138 多様なメディアによる理解の推進 

  

  ◎：重点事業 

 

 

障害や障害のある人に対する無理解・無関心、偏見、差別など、眼にはみえない

心のバリア（障壁）を取り除くために、今後も心のバリアフリーを推進し、区民相

互の理解を深め、互いの違いを認めあいつつ、地域のなかで共生していくことので

きる思いやりのある心の育成をめざします。 

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
推
進
す
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③情報のバリアフリーを推進する 
 

 

障害に配慮した資料・図書の充実 
  

139 障害に配慮した資料の充実 

140 資料館だよりの点字版の発行 

141 対面朗読サービスの実施 

142 視覚障害者への図書サービスの実施 

143 障害者宅への図書等サービスの実施 

  

情報提供体制の整備 
  

144 福祉のひろば（ホームページ）の充実 ◎ 

145 「区のお知らせ点字版」の発行 

146 「声のたより」の発行 

147 おでかけガイドマップの改定と配布 ◎ 

148 「フレーフレーマイペース障害者の手引き」の配布 

149 講演会等における手話通訳者の配置 

150 情報媒体システムの検討 

  

  ◎：重点事業 

 

 

視覚障害や聴覚障害のある人、自由に外出ができない人など、情報を自ら得るこ

とが難しい人が、いつでも・どこでも必要な情報を手に入れることができるよう、

情報のバリアフリーを推進していきます。 

 

情
報
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
推
進
す
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すみだノーマライゼーション推進プラン 21 
～第３期墨田区障害者行動計画（後期）～ 

《 概 要 版 》 

平成 1８（2006）年 3 月 

発 行： 墨田区 

 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23 番 20 号 

 TEL（03）5608-6151  FAX（03）5608-6403 

編 集： 墨田区福祉保健部 
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